（様式－９の１）
特定テーマに対する技術提案
	特定テーマ１
連続立体交差事業を進めるにあたっては、用地買収や道路の交通規制が伴うことから、事前に地域への影響度を検討し、円滑な事業推進に向けて準備しておく必要がある。また、連続立体交差事業の負担割合について、地下化の場合は、地上部分の利用方法によって受益額が大幅に変わることなどの理由から、都市計画事業施行者と鉄道事業者とが受益、受損額を積み上げて別途協議して定めることになっている。
ＪＲ片町線・東西線連続立体交差事業については、上記の内容も踏まえながら、今後都市計画手続きを進める必要がある。
このような背景を踏まえて、本事業に関する検討を進めるうえでの課題やその解決方法、検討プロセスについて述べること。

	



